
社会福祉連携推進法人
制度等について



社会福祉連携推進法人制度創設の趣旨

〇今後、地域住民の多様な福祉ニーズに対応し、地域共生社会の実現を図ってい
くためには、

・関係機関の連携の深化 と、
・人口減少等の地域の在り方の変化を見据えた、
社会福祉法人の持続可能な経営の確立 がキーワード。

〇これまでの法人間の連携の手法は、
・個々の法人による自主的な連携、
・社会福祉協議会を介した連携
・合併・事業譲渡 があるが、
法人間の自主的な連携、社会福祉協議会を介した連携では連携の度合いが弱く、
一方で合併・事業譲渡では連携の度合いが強すぎ、中間的な選択肢がないとの
指摘があった。



社会福祉連携推進法人制度創設の趣旨

〇これらを踏まえ、新たな連携の手法の選択肢として、

連携推進法人制度を創設することとし、

これにより、社会福祉法人を始め、同じ目的意識を持つ法人が
個々の自主性を保ちながら連携し、

・地域特性に応じた創意工夫ある新たなサービスの創出
・福祉人材の確保とともに
・働きやすい職場環境の整備
・物資調達の効率化など、

規模の大きさを活かした多様な取組が促進され、地域福祉の一層の推進、社会
福祉法人の経営基盤の強化等に資することを期待



社会福祉連携推進法人制度の概要



社会福祉連携推進法人の行う業務



社会福祉連携推進法人の行う業務



社会福祉連携推進法人の設立状況

令和8年3月現在 社会福祉連携推進法人 36法人



認定所轄庁の区分



社会福祉連携推進法人に関する相談
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